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自粛要請期間における保育料の返金方法について（通知） 

 

 平素は本町子育て支援行政に格別のご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、令和２年４月７日に国から緊急事態宣言が発令されたことにより、本町としま

しても就学前教育・保育施設の利用について、新型コロナウイルス感染予防および感染

拡大防止の観点から、４月７日（火）から５月３１日（日）までを自粛要請期間として

おります。 

３号認定子ども（０～２歳児）の自宅での保育に協力いただいた期間の保育料につき

ましては、日割り計算により返金する旨をお伝えしておりますが、下記のとおり充当対

応いたしますので、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。 

なお、還付による返金を希望される場合は、別途手続きが必要となりますので、令

和２年５月２５日（月）までにこども課までご連絡ください。 

 

 

記 

 

１．４月分の返金について  

 日割り計算により、返金する額を６月分保育料に充当します。 

 日割り計算の返金対象期間：令和２年４月７日（火）～４月３０日（木） 

 

２．５月分の返金について  

日割り計算により、返金する額を７月分保育料に充当します。 

 日割り計算の返金対象期間：令和２年５月１日（金）～５月３１日（日） 

 

３．特記事項  

返金する額を６月以降の保育料に充当するにあたり、手続きを行っていただく必要

はありません。６月以降に引き落としさせていただく金額については、別途通知しま

す。 

 

 

 

 

 

≪問い合わせ先≫ 猪名川町生活部こども課  ＴＥＬ０７２-７６７－７４７７ 


